
 

  「小児在宅医療に関わる多職種の連携について」 
        ～社会福祉法人むそうの実践から～ 

 

 
戸枝 陽基 （とえだ ひろもと） 

NPO法人ふわり 社会福祉法人むそう 理事長 

日本福祉大学客員教授 



本部所在地 ： 〒４７５－０８５９ 愛知県半田市天王町１丁目４０－５ 

           TEL ： ０５６９－２２－４０７２ 

創業 ： １９９９年 

設立 ： ２００４年 

基本財産 ： １億円 

予算額 ： ７．８億円（２０１８年度予算） 

従業員 ： 常勤５３名、非常勤１４２名（２０１８年４月現在） 

 

事業所 ： 愛知県知多地域・長久手市、名古屋市、 

        東京都墨田区・世田谷区・品川区、宮城県名取市 

         （東京都千代田区、文京区に開設予定） 

 

 

法人概要 



ノーマライゼーションの理念 

 
障害者の住居，教育，労働，余暇などの生活の条件を， 

        可能な限り障害のない人の生活条件と同じにすること。 

 
①１日のノーマルなリズム 

②１週間のノーマルなリズム 

③１年間のノーマルなリズム 

④ライフサイクルを通じてノーマルな発達のための経験をする機会を持つこと 

⑤願望や自己決定の表現に対してノーマルな尊厳が払われること 

⑥男女両性の世界で暮らすこと 

⑦他の市民と同じノーマルな経済水準が保障されること 

⑧ノーマルな環境水準が保障されること 

                   （両親や職員の環境水準もノーマルであること） 

 

                       ベンクト・ニィリェ BengtNirie スウェーデン 



④住む           

③働く   

②経験する 

⑤所得保障       

⑥権利保障        

⑦医療保障 

⑧家族援助      

⑨相談支援     

⑩地域の意識変革 

⑪人材育成   

基本的な支援 

暮らしを包み込む支援 

地域生活支援：１１個のパーツ 

支援当事者 

①育む   



提携医療機関 

林医院 

すみれ訪問看護ステーション 

あおぞら診療所 

そら訪問看護ステーション 

基本的な支援 

支援当事者 

④住む           

（独居・ホーム・在宅）  

③働く 

②経験する 

（訪問系サービス移動支援等）  

⑤所得保障  

⑥権利保障       

（成年後見・権利擁護）  
⑦医療保障 

⑧家族援助     

（レスパイトサービス）  

⑨相談支援（ケアマネジメント） 

相談支援事業所ぴっと 

⑩地域の意識変革
（啓発・イベント等）  

⑪人材育成 （経営・ケア技術研修等）  

アート工房&Shop 

ラーメン屋 

農業（養鶏・きのこ・野菜・竹資源化） 

hanabitaikai 

なかよし 

地域生活支援センターあっと 

訪問・社会参加・児童デイ・短期入所・日中一時支援 

 

ＮＰＯ法人地域福祉サポートちた 

ＮＰＯ法人ふわり 

日本地域共生協議会 

セブン 

 NPO法人知多地域成年後見センター 

居住支援 日中活動支援 

訪問・社会参加支援 
医療 権利擁護 

ローズベイ 

チャイルド 

デイケア 

ほわわ 

喫茶店・パン屋（板山・有脇・長久手） 

東
京 

愛
知 

暮らしを包み込む支援 

さがみねハウス 

社会福祉法人むそう：地域生活支援１１個のパーツ 

①育む 

発達障害者デイサービス 



 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

暮らしの４本柱：育む・経験する・働く・住む  

共同生活住居：グループホームの夕食 行動援護で外出：社会参加 

児童発達支援事業：ほわわ 生活介護でも働く：ラーメン屋 

住
む 

経
験
す
る 

働
く 

育
む 



医療職以外の専門職の大半は、 
医療職への依存状態から支援を開始する 

依存 

半依存 

半自立 

自立 

「状況対応論」出典：引用文献３） 

電話対応 
①知識がほしい 
②とりあえず知りたいことだけ知りたい 
③どうしたら分からないから、まずは電
話しよう 
＊こんなことも知らないの？と言うスタ
ンスは厳禁！ 

少しうまくできそう。アドバイスをもらいながら
自分でやってみよう！ 

 
①情報･知識の提示 
②経験を支援する必要性
の査定（アウトリーチ） 
 

だいぶ分かってきた！ 
自信が少し持てる！ 

経験を支える 
自分で調べてもらう 

①ケースの問題の特定 
②クライアント自身が何を理解す
れば問題に気がつき、解決策を講
じることができるか？ 



知的障害 

（話せない） 

身体障害 

（歩けない） 

医療ケア 

大島分類 

の重症心身
障害児 

超重症児 

（超重症心身障害児） 

歩けるし、話せる 

医療的ケアが重い子ども達 

現在の障害福
祉制度の障害
の枠組み 



右みて・左みて・右みて 

発達みて・特性みて・発達みて 

特性 

＝ 

できないこと 

できること 

 

発達年齢 

＝ 

課題設定 

説明配慮 

 

 

身体的特徴 

 

身体的障がい・医療的ケアなど 

 















 

発達障害（特性）って何だろう？・・・ 

知
的
障
が
い 

あ
る 

な
い 



人・場所・スケジュール（見通し） 
２つ同時に変えてはいけない 

～その人の発達年齢で・特性に配慮された見通しを～ 



アプローチの循環は環境整備作業 

アセスメント 

個別支援計画 

サービス 

カンファレンス 

カンファレンス 

サービス 

個別支援計画 

アセスメント 

エンパワメントの援助と環境整備 

不適切な環境 
適切な環境 

© とえだ ひろもと ２００６ 



  
○ 医療的ケア児とは、医学の進歩を背景として、ＮＩＣＵ等に長期入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使 

  用し、 たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な障害児のこと。 

○ 全国の医療的ケア児は約1.7万人〈推計〉 ［平成28年厚生労働科学研究田村班中間報告］ 

 

児童福祉法の改正 

第五十六条の六第二項 

「地方公共団体は、人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児が、その

心身の状況に応じた適切な保健、医療、福祉その他の各関連分野の支援を受けられるよう、保健、医療、福祉その他の各関連

分野の支援を行う機関との連絡調整を行うための体制の整備に関し、必要な措置を講ずるように努めなければならない。」 
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医療的ケア児数 

（平成28年度厚生労働科学研究費補助金障害者政策総合研究事業「医
療的ケア児に対する実態調査と医療・福祉・保健・教育等の連携に関す
る研究（田村班）」の中間報告） 

○ 歩行可能な医療的ケア児から寝たきりの重症
心身障害児※1まで、状態像は多様 

○ 生きていくために日常的な医療的ケアと医療
機器が必要 

 例）気管切開部の管理、人工呼吸器の管理、吸 
   引、在宅酸素療法、胃瘻・腸瘻・胃管から 
   の経管栄養、中心静脈栄養 等 
 
※1：重症心身障害児とは重度の知的障害と重度の肢体不自由が重複してい

る子どものこと。全国で約43,000人（者も含まれている）。［岡
田.2012推計値］ 

（平成28年5月25日成立・同年6月3日公布） 

障害福祉サービス等報酬改定検討チーム 

第10回（H29.９.22） 資料２ 医療的ケア児について 

１万７千人÷５０＝３４０人！ 



 地方公共団体は、人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある
障害児（＝医療的ケア児）が、その心身の状況に応じた適切な保健、医療、福祉その他各関連分野の支援を受
けられるよう、保健、医療、福祉その他の各関連分野の支援を行う機関との連絡調整を行うための体制の整備
に関し、必要な措置を講ずるように努めなければならない。 

児童福祉法第56条の６第２号 

○医療的ケア児の支援に関する保健、医療、福祉、教育等の連携の一層の推進について（H２８．６．３） 

（１）（中略）市町村の教育委員会が、保健、医療、福祉、労働等の関係機関と連携を図りつつ、医療的ケア
児を含む障害のある児童生徒等に対する、乳幼児期から学校卒業後までの一貫した教育相談体制の整備を進
めることが重要であり、都道府県の教育委員会においては、専門家による巡回指導を行ったり、関係者に対
する研修を実施したりする等、市町村の教育委員会における教育相談支援体制に対する支援をお願いする。 

（２）（中略）学校において医療的ケア児が安全に、かつ安心して学ぶことができるよう、医療的ケアを実施
する看護師等の配置又は活用を計画的に進めるとともに、看護師等を中心に教員等が連携協力して医療的ケ
アに対応するなどの体制整備に努めていただくようお願いする。その際、文部科学省において実施している
公立の特別支援学校及び小・中学校への看護師等の配置などに対する補助事業を活用することが可能である
。また、小・中学校等の特別支援教育支援員の配置については、地方交付税により措置しているところであ
る。 

（３）関係機関や関係部局と積極的に連携を行いながら、学校において医療的ケアを行う看護師等を確保する
とともに、看護師等が学校において医療的ケア児に必要な対応を行う上で必要な研修の機会を充実するよう
お願いする。 

（４）看護師等の養成課程において、医療的ケア児を含む障害のある子供の特性を学ぶ機会について、協力を
求められた場合には、教育委員会において、特別支援学校等で実習を受け入れるなど、積極的に協力するこ
とをお願いする。 

 
 

児童福祉法第５６条の６項第２号の施行（平成２８年６月３日）について 
（平成２８年６月３日付け 厚生労働省関係局長、文部科学省初等中等教育局長通知）より抜粋  

各教育委員宛て通知の発出 

-20- 



医療的ケア児のサービス提供体制の確保に向けて 
（平成30年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について） 

【通所】 
 児童発達支援 
 放課後等デイサービス 

 看護職員配置加算の創設 
一定の基準を満たす医療的ケア児を受け入れるために看護
職員を加配している場合に、新たな加算として評価する。 

 医療連携体制加算の拡充 
現行の医療連携体制加算を見直し、医療的ケア児の支援の
ため、外部の看護職員が事業所を訪問して障害児に対して長
時間の支援を行った場合等について、新たに評価する。 

【夜間対応・レスパイト等】 
 短期入所 

 福祉型強化短期入所サービス費の創設 
   医療的ケアが必要な障害児者の受入れを支援するため、新た 
  な報酬区分として、「福祉型強化短期入所サービス費」を創設し、 
  看護職員を常勤で１人以上配置すること等を評価する。 

【入所】 

 福祉型障害児入所施
設 

 看護職員配置加算の創設 
一定の基準を満たす医療的ケア児を受け入れるために看護
職員を加配している場合に、新たな加算として評価する。 

【支援の総合調整】 
 障害児相談支援 
 

 要医療児者支援体制加算の創設 
医療的ケアを必要とする児者等、より高い専門性が求められ
る利用者を支援する体制を有している場合を評価する。 
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デイ通所 

訪問介護 
訪問保育 

病院→在宅医療→在宅福祉→ 

          福祉施設通所→保育園・学校 

 

医療的ケア児は、知的障がいがない、もしくは、
とても軽度の子どもも多い。 

 

普通に話せる子どもとのコミュニケーションが 

発達保証の上では不可欠！ 

  

往診など 

②移行と緊急の支援 

障がい児相談支援 

医療型短期入所 

児童発達支援事業 

放課後デイサービス 

①出産時命を護る支援 

周産期母子医療センター 

がある医療機関など 

⑤心を育て・ 

存在を社会化
する支援 

福祉支援拠点 

在宅 

医療的ケア児・社会資源移行・利用イメージ図 

 

③日常の命を護る支援 

在宅療養支援診療所 

開業医など 

④健康を維持・ 
  増進する支援 

 訪問看護・リハ 

⑥インクルーシブな場へ！ 

  保育園・学校などへ 



制度を活用した暮らしのイメージ 
時間 0～6才 6～18才 6～18才 0才～100才 18才～ （15～）18才～ 

： 

7：00 

8：00 

9：00 

10：00 

11：00 

12：00 

13：00 

14：00 

15：00 

16：00 

17：00 

18：00 

19：00 

20：00 

21：00 

22：00 

： 

児童発達 
支援 

 
（居宅 
訪問型） 

訪問看護 

居宅介護 

訪問 
教育 

訪問リハ 

通園 
 

通学 
 

通所 

共同生活 
援助 

 
 
 
 
 

（グループ 
ホーム） 

居宅介護 

通学 

訪問看護 

移動
支援 

放 
デイ 

生活介護 生活介護 

移動支援 

訪問看護 

居宅介護 

短期入所
（ショート 
ステイ） 

共同生活 
援助 

居宅訪問
型保育 

 

居宅介護 

居宅訪問
型保育 

放課後
等 

デイ
サービ
ス 

移動支援 

訪問看護 
居宅介護 

訪問看護 

訪問リハ 
訪問リハ 

移動支援 

短期入所 

移動支援 

必要に応じて・・・プラスしたり常用する 

訪問リハ 

居宅介護 



家庭から保育事業へ・保育園（保育士）を支える・インクルーシブな教育へ 

医療的ケア児・相談支援事業 
子ども子育て制度：利用者支援事業、障がい児相談支援事業 

小児慢性自立支援事業、医療的ケア児者支援コーディネーター養成事業 

医療的ケア児にも配慮された保育（居宅訪問型保育が出来る保育士育成の場） 

保育園・児童発達支援事業 
小規模保育、企業主導型保育 

 
 
 
 

子どもの状況的に保育園に通園出来ないが働きたい家庭への保育 

居宅訪問型保育・児童発達支援事業 
居宅訪問（ホームヘルプ） 

 
 
 
 

退
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家
族
保
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在
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進
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社
会
的
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相
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個
別
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団
支
援  「医療的ケア児保育支援モデル事業」 



障害者総合支援法 

都道府県 

市町村 
障害福祉サービス 

介護給付 

●居宅介護（ホームヘルプ） ●重度訪問介護 ●同行援護 ●

行動援護 

●重度障害者等包括支援 ●短期入所（ショートステイ） ●療養

介護 

●生活介護 ●施設入所支援  

訓練等給付 

●自立訓練 ●就労移行支援 ●就労継続支援（A型・B型）  

●共同生活援助（グループホーム） 

 

地域生活支援事業 

●相談支援 ●コミュニケーション支援 ●日常生活用具の給付●意

思疎支援 

●移動支援 ●地域活動支援センター ●福祉ホーム 

●成年後見制度利用支援 ●その他の日常生活又は社会生活支援 

補装具 

相談支援 

●地域移行支援 ●地域定着支援 

●サービス利用支援・継続サービス利用支

援 

地域生活支援事業 
●広域支援 ●人材育成 等 

支援 

児童福祉法 

都道府県 

市町村 

障害児通所支援 

●児童発達支援 ●医療型児童発達支援 ●放課後等デイ

サービス  

●保育所等訪問支援 

障害児相談支援 

●障害児支援利用援助 ●継続障害児支援利用援助  

障害児入所支援 
●福祉型障害児入所施設 ●医療型障害児入所施設 

障
害
児 

障
害
者 

障害者・障害児に対する福祉サービス 

小児慢性特定疾病 

子ども子育て支援制度 



①相談支援体制の基礎自治体での整理は・・・・どこでやるのか！？ 
選択（1）：障がい児ということに着目したら「障がい者総合支援法における地域自立支援協
議会における専門部会の設置→子ども部会」という形がベスト。 
選択（2）：子どもであるということに着目したら地域版子ども会議に内包がベスト。 

地域の共通課題 

検
討 

専門部会 

例えば子どもプ
ロジュエクト 

協
議
会
全
体 

報告・提案 

提案 市区町村 

地域自立支援協議会 
子ども子育て支援制度：地域版子ども会議 

小児慢性特定疾病：自立支援員による計画相談 

障害児相談支援専門員は 
児童福祉法・・・・・。 

医療的ケア児者支援コーディネーターによるスーパーバイズ 



○ 妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援のために、子育て世代包括支援センターに保健師等を配置して、 

  「母子保健サービス」 と 「子育て支援サービス」 を一体的に提供できるよう、きめ細かな相談支援等を行う。 

○母子保健法を改正し、子育て世代包括支援センターを法定化（平成29年４月１日施行）（法律上は「母子健康包括支援センター」）。 

 ➢ 実施市町村数：５２５市区町村（１，１０６か所）（平成29年4月1日現在） ➢ 平成32年度末までに全国展開を目指す。 

   ※各市区町村が実情に応じて必要な箇所数や管轄区域を判断して設置。 

 

 
保健所 児童相談所 

子育て支援機関 
医療機関（産科医、小児科医等） 

①妊産婦等の支援に必要な実情の把握            ②妊娠・出産・育児に関する相談に応じ、必要な情報提供・助言・保健指導 

     ③支援プランの策定       ④保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整  

※医師、歯科医師、臨床心理士、栄養士・管理栄養士、歯科衛生士、理学療法士などの専門職の配置・連携も想定される。 

子育て世代包括支援センター 

妊産婦等を支える地域の包括支援体制の構築 

妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援 

民間機関 

妊娠前 妊娠期 出産 産後 育児 

妊婦健診 

乳児家庭全戸訪問事業 

子育て支援策 
 ・保育所 
 ・地域子育て支援拠点事業 
 ・里親 ・乳児院 
 ・養子縁組 
 ・その他子育て支援策 

両親学級等 

妊娠に関する 
普及啓発 

不妊相談 

乳幼児健診 

予防接種 

産前・産後サポート事業 産後ケア事業 

近隣住民やボランティアなどによるインフォーマルなサービス 

養育支援訪問事業 

利用者支援実施施設 

地域の関係団体 

ソーシャル 
ワーカー 

看護師 助産師 保健師 

産婦健診 

サ
ー
ビ
ス
（
現
業
部
門
） 

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
必
須
） 

母子保健支援 

子育て支援 

子育て世代包括支援センターの全国展開 

障がい児相談支
援 

小児慢性特定疾
病児童等自立支
援事業 

医療的ケア児者支援コーディネーターによるスーパーバイズ 



厚生労働省：資料 



総合相談支援業務 

主任ケア 
マネジャー

等 

介護予防 

ケアマネジメント業務 

保健師等 

社会福祉士等 

行政機関、保健所、医療 

機関、児童相談所など 

必要なサービスにつなぐ 

多面的（制度横断的）支
援の展開 

介護サービス 

成年後見制度 

地域権利擁護 

医療サービス 

ヘルスサービス 

虐待防止 

ボランティア 

民生委員 

介護相談員 

チームアプローチ 

権利擁護業務 

包括的・継続的ケアマ 

ネジメント支援業務 

・「地域ケア会議」等を通じ
た自立支援型ケアマネジメ
ントの支援 

・ケアマネジャーへの日常的
個別指導・相談 

・支援困難事例等への指導・
助言 

住民の各種相談を幅広く受け付け
て、制度横断的な支援を実施 

要支援・要介護状態になる可能
性のある方に対する介護予防ケ
アプランの作成など 

・成年後見制度の活用促進、 
高齢者虐待への対応など 

地域包括支援センターとは 

地域包括支援センターは、市町村が設置主体となり、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門
員等を配置して、住民の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、地
域の住民を包括的に支援することを目的とする施設。（介護保険法第115条の46第１項） 

全国で４，４８４か所。 
（ブランチ等を含め７，１９６か所） 

※全ての市町村に設置 



在宅医療・介護連携支援センター（仮称） 
（在宅医療・介護連携相談窓口） 

○ 介護保険の知識を有する看護師、医療ソーシャルワーカー等を配置し、地域の医療・介護関係者、地域包括支援セ
ンター等から相談を受け付ける。（原則、住民からの相談は地域包括支援センターが受け付ける） 
○ 地域の在宅医療・介護関係者、地域包括支援センターに対して、在宅医療・介護連携に関する情報提供等を行う。 

在宅医療・介護連携支援センター（仮称） 
（在宅医療と介護連携についての相談窓口） 

◆地域の医療・介護サービス資源の把握（★） 

○地域の医療機関、介護事業者の住所、機能等を調査し、これまで
に自治体で把握されている情報と併せてマップまたはリストを作成 

◆ 地域住民への普及啓発（★） 

○在宅医療・介護サービスに関する講演会開催、パンフレットの作
成・配布等によって、地域住民の在宅医療・介護連携の理解の促
進を図る 

◆ 在宅医療･介護連携の課題と抽出の対応の協議 

○在宅医療・介護連携の課題を抽出し、その解決策及び他の各事業の対応方針について協
議 

 ◆在宅医療・介護連携に関する相談の受付等（★） 

○在宅医療・介護連携についての窓口の設置し、医療・
介護関係者、地域包括支援センター等からの相談の
受付けおよび情報提供を行う。 

○退院支援ルールが整備されていない地域における、
医療機関から在宅への円滑な移行が困難な事例につ
いて、医療・介護の関係者に対して調整支援を行う。 

○市町村で協議された対応方針を踏まえ、各事業の必
要に応じて支援をする。 

◆ 在宅医療・介護サービス等の情報の共有支援（★） 
○医療・介護関係者に対し、情報共有ツール等の導入を支援 

◆ 在宅医療・介護関係者の研修（★） 

○医療関係者に対する介護サービス等の研修、介護関係者に対す
る医療等の研修を実施する。また、多職種連携のグループワークを
実施 

◆ 24時間365日の在宅医療・介護サービス提供体制の構築（★） 

○地域の医療・介護関係者の協力を得て、緊急時等の連絡体制も含
めた在宅医療・介護の提供体制を整備 

◆ 二次医療圏内・関係市区町村の連携 

○退院後の在宅医療・介護サービスが円滑に提供されるよう、同一の二次医療圏内にある
市町村が連携し、当該二次医療圏内にある病院と、介護サービス事業者間における情報共
有等の方法について協議 

市区町村 

★がついている事業項目については委託可能 

連携 
郡市区医師会等に委託※ 

支
援 

必
要
に
応
じ
て

支
援 

※地域包括支援センターまたは区市町村役場に設置することも可
能。 

（郡市区医師会等） 



 医療技術の進歩等を背景として、例えば、酸素吸入や人工呼吸器の管理等の特定行為以外の
医行為が必要な児童生徒等の在籍が、学校において増加している。 
 学校において、こうした高度な医療的ケアに対応するため、医師と連携した校内支援体制の
構築や、医療的ケア実施マニュアル等の作成など、医療的ケア実施体制の充実を図る。 

学校における医療的ケア実施体制構築事業     平成２９年度予算案 ４５百万円（新規）  

◆委託先：都道府県・指定都市教育委員会・市町村教育委員会 ◆委託箇所：１２箇所    

学校における高度な医療的ケア等に対応した校内支援体制充実事業（対象校：公立特別支援学校及び小・中学校等） 

医師 
（指導医） 

検証のための連携協力者 
（指導医・主治医・近隣医療機関・保健所・消防署等・保護者） 

○ 医療的ケアに精通した医師を指導医として委嘱
し、校内支援体制の充実を図る。  

 ・学校巡回指導 
 ・校内医療的ケア運営委員会での助言 
 ・医療的ケアに関する相談に対する助言等 
 
○ 人工呼吸器の管理等が必要な医療的ケア児にお
ける、学校の施設・整備面や学校が設置されてい
る地域の状況等を踏まえた受け入れ体制に応じ
て、指導医・医療機関・医師会・看護協会・医療
系大学等と連携の下、体制の構築を図る。 

 
○ 検証を踏まえ、教育委員会・医療的ケア運営協
議会において、高度な医療的ケア等に対応するた
めの医療的ケア実施マニュアル等を作成。 

  教育委員会として学校の医療的ケア実施体制の
構築を図る。 

巡回指導 

助言 

(例)近隣に病院がない学校における人工呼吸器の管理等
が必要な医療的ケア児の受入れ体制の検証 
＜緊急時の対応（近隣医療機関との連携体制構築）等＞ 

医療的ケア
実施マニュ
アル等作成 

学校における課題の検証 

校
内
支
援
体
制
の
充
実 

学校 

校内医療的ケア運営委員会 
（校長・教員・看護師等） 

教育委員会・医療的ケア運営協議会 

相談 

医療機関 
医師会 
看護協会 
医療系大学 

助言 

相談 
連携 

協力・助言 検証の報告 課題の提案 
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医療的ケア児等への多職種連携 
― 子どもの「地域で暮らす力」の習得を目指した連携－ 

淑徳大学 

看護栄養学部地域看護領域 

谷口 由紀子 



優先するサービス選択の基準 

33 転写禁止 平成29年度科研研究成果資料１：優先的に創出しなければならない社会資源の考え方（案） 

１ 

１’ 

２ 

３ 



子どもと家族を面で支えるしくみづくり 
多職種・同職種間連携ネットワーク化 

34 

通所（日中預かり・放課後等デイ
他） 

（通所施設） 

短期入所・後方支援病院 

（施設） 
 

自宅 

（居宅） 
 

 

 

 

学校（特別支援学校等） 

（学校） 

子どもの成長・発達の促進に向けた 

健康管理（感覚統合・身体機能･構造含む） 

リスクマネジメント 

療育 

病棟 

（医療機関） 



難易度が高い在宅移行支援・役割の見える化 

退院調整担当者

・制度の活用状況の確認

病棟看護師

訪問看護師

相談支援専門員

・養育者との関係の構築および意思決定に必要な情報の提示
・活用できる制度申請への支援

主治医と地域のつなぎ役

・家屋訪問

・退院支援計画の立案及び意思決定支援の場の設定
・医療機器メーカとの連携

・困難事例の抽出・関係者との共有、院内外のチームの構築 院内外チームへの情報提供・連携促進・調整

・我が子の病状・予後について養育者の理解の促進
・全身状態の観察方法と
　子どもの特徴を踏まえた判断
　基準の指導

再入院時の家族支援とケア評価

・養育者の一般的な子育て力（基本的なニーズの充足）の査定 ・在宅で使用する物品の準備 ・養育者の習得状況の確認

・急性期に予測される予後と必要となる支援の見極め 院外関係者との最終調整（看看連携）

・退院後の状態の予測
　（子ども・家族双方の） ・意思決定の場への参加

・必要となる支援の査定

・在宅で実行可能なケアの提案

・退院指導計画の共同立案

・意思決定の場への参加

・養育者との信頼関係の構築
・行政への報告・相談

・退院後に必要となる医療機器・ケア
　の確認・準備

・退院後の生活に対する養育者の
　意向の確認、暮らしのイメージの
　共有

・訪問看護師と連携した退院後の
 暮らしに応じたケアの変更、助言･
 指導

・退院後予測される状態を推察し養育者の子どもの状態観察方法、対処方法
　の確認・助言

・病棟看護師と連携した退院後の
 暮らしに応じたケアの変更、助言･
 指導

・緊急時の対応・養育者の負担の軽減

・状態の安定、在宅での医療的ケアの調整

・在宅多職種連携の促進及び介護職等の医療的ケアへの支援

・在宅で使用する物品の摺合せ
・家族支援

・子どもの生活する力の向上への支援（必要性の説明に始まり）

・退院後の暮らしにおける困りごとへの相談・助言

・子どもの生活する力の向上への支援・成長発達を考慮した支援の見直し

・子どもと家族が主体性を持った支援チームの構築

・多職種連携・協働の促進を目的とした情報の発信・集約

・行政との連携

35 

時期 入院後7日以内 入院後1か月以内 在宅導入期 在宅移行期 生活期（状態安定後）



資格から見る人材養成 

 
実務経験：５年  

サービス管理責任者 
相談支援専門員 
（障がい福祉） 

介護支援専門員（介護保険） 
 

実務経験：３年  
介護福祉士 

訪問系サービス提供責任者 

 実務経験：１年 
 行動援護従事者 

 重度訪問介護従事者 

介護職員初任者研修 
（ヘルパー資格）取得！ 

福祉系大学でなくても大丈夫！ 
 

実務経験を積み重ねることで 

福祉系の様々な資格が取得出来ます！ 

看護師・リハ職 
取得援助 

医療的ケア研修 
（３号研修） 

保育士資格 



 
 
 
 

日常的に家族が行っている医療的ケア 

 中心静脈栄養 

 人工呼吸器 

ネブライザー・喀痰吸
引 

 気道管理(挿管、気切、エアウェイ) 

 酸素投与 

 排便ケア・人工肛門管理 

 導尿・人工膀胱 

体位変換／緊張・姿勢管理 

 腹膜透析 

 経口食事・内服介助 

経管栄養(経鼻胃管・胃瘻、経鼻腸管・腸瘻) 

介護職に許される医療的ケア 

★家庭内医療的ケアを替わるための看護師予算を組んでも看護師不足で実効性弱
い 

★医療的ケア児のみならず、団塊の世代の看取りを誰がするのかという問題 
 

⇒医療的ケアの介護職などへの範囲拡大が望まれる！ 

自己注射の家族による処置（血糖値測定・インシュリン・インターフェロン等） 



医療・介護の資格過程の一部共通化の 

議論の中で、介護職のキャリアアップと
して、医療的ケアが出来やすくする？ 

喀痰吸引などいわゆる3号研修におけ
る医療的ケアの範囲を拡大する？ 

「医療的ケア士（仮称）」 
        を新たに創設する？ 



多様性に対する社会の対応 

受け入れる 受け入れない 

変化する 

変化しない 

同化 

排斥 

共生 

すみわけ 

（2007 田村太郎：ダイバーシティ研究所） とえだひろもと 加筆 

相互理解 

無関係 無関心 

無理解 人
間
関
係 

地域社会・隣組 等 



福祉サービスを構成する3要素 

支援 

ソーシャルワーク 

(地域開発力） 

介護スキル 

（障害理解力） 

ケアマネジメント 

（障害見立力） 

（制度等知識力） 



   エンパワメントという単語そのものは「能力をつける」「権限を与える」という意
味である。 

   

    ただし、従来のさまざまな考え方の枠組みが、障害者の「能力」や「権限」を
訓練や指導によって後から付加されるものとみなしてきたのに対して、エンパワ
メントという考え方のもとでは、 

 

 「障害者には本来ひとりの人間として高い能力が備わっ
ているのであり、問題は社会的に抑圧されていたそれを
どのように引き出して開花させるかにある」と考えるのである。 
 

   つまり、社会的な抑圧のもとで、人間としての生き方が保障されてこなかった
障害者自身に力をつけて自己決定を可能とし、自分自身の人生の主人公にな
れるようにという観点から、あらゆる社会資源を再検討し、条件整備を行ってい
こうとするのがエンパワメントという考え方であり、手法である。 
 

                    久保耕造 （財）日本障害者リハビリテーション協会発行 
                        「ノーマライゼーション 障害者の福祉」 
                          1997年８月号（第17巻 通巻193号）37頁 

エンパワメントの視点と環境整備 


